
　 平成26年度から導入した予防安全性能評価については、評価対象装置が普及期との観点から閾値を決定し
た。
　　今後においても、順次導入される新たな評価対象装置は普及期にあると考えられることから、これを踏まえた
閾値を検討する必要がある。

　予防安全性能総合評価の変更について
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